
平成２１年６月３日

経 済 産 業 省

原子力安全・保安院

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する

法律に基づくニチゴー日興株式会社に対する処分について

原子力安全・保安院は、液化石油ガス販売会社及び保安機関であるニチゴー

日興株式会社に対し液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律に基づく立入検査を行った結果、同法の規定により実施すべき保安業務の一

部を実施していないことを確認しました。

このため、本日、同法の規定に基づき、同社に対して実施していない保安業

務の早急な実施及びその方法の改善を命じました。

１．事実関係

原子力安全・保安院は、液化石油ガス販売会社及び保安機関であるニチゴ

ー日興株式会社の名古屋支店、中国支店及び大阪支店に対して、それぞれ平成

２１年３月１９日、４月２３日及び２４日に、液化石油ガスの保安の確保及び

取引の適正化に関する法律（昭和４２年法律第１４９号。以下「液石法」とい

う。）に基づく立入検査を行ったところ、同社が行うべき保安業務（液石法第

２７条第１項に規定する保安業務をいう。以下同じ。）について以下の法令違

反を確認しました。

（１）液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（平

成９年通商産業省令第１１号。以下「規則」という。）第３６条第１項第

１号の表イ（４）に規定する供給設備の点検（以下「供給設備点検」とい

う。）及び規則第３７条第１号の表イ（２）に規定する消費設備の調査（以

下「消費設備調査」という。）について、名古屋支店において５件が実施

されていなかったこと。

（２）供給設備点検のうち、規則第１８条第５号（調整器とガスメーターの間

の部分に限る。）に掲げる基準（供給管等の腐食、割れ等の目視点検）に

関する事項について、名古屋支店において４１９件、大阪支店において７

９件、中国支店において４５件が実施されていなかったこと。

（３）供給設備点検のうち、規則第１８条第１１号に掲げる基準（燃焼器入口

圧力に関する基準）に関する事項並びに同条第２０号ハに掲げる基準（調

整器の調整圧力及び閉そく圧力に関する基準）に関する事項及び消費設備

調査のうち、供給開始時に行うべき規則第４４条第１号トに掲げる基準（燃

焼器入口圧力に関する基準）に関する事項について、大阪支店において４

５件が実施されていなかったこと。



（４）規則第３７条第１号の表ロ（３）に規定する消費設備の調査のうち、規

則第４４条第２号ロ(2)（規則第１８条第２０号イ及びハに係る部分に限
る。）に掲げる基準（調整器の調整圧力及び閉そく圧力に関する基準）に

関する事項について、名古屋支店において３２件、大阪支店において３件、

中国支店において１２件が実施されていなかったこと

２．処分の概要

上記の違反事実について、同社に対し行政手続法（平成５年法律第８８号）

の規定に基づく弁明の機会を付与した結果、同社から異議がなかったことから、

本日、同社に対し、液石法第３４条第３項の規定に基づき、以下の事項につい

て命令しました。

（１）ニチゴー日興株式会社において実施されていない保安業務を早急に実

施し、その結果を平成２１年６月１９日までに報告すること。

（２）同社の各支店における保安業務の確実かつ適切な実施を確保するため、

同社本社による各支店の監督の保法も含めて、保安業務の実施に関する改

善計画を策定し、平成２１年６月１９日までに報告すること。また、同計

画の実施状況について、同計画の報告の日から１年間、四半期ごとに報告

すること。

原子力安全・保安院としては、引き続き、液化石油ガス販売事業者等の法令

違反に対しては厳正に対処するとともに、事業者等に対する法令遵守の徹底、

保安意識の向上と取組みの強化、保安教育の徹底を含め、一般消費者の保安の

維持・確保が図られるよう適切な保安対策を講じてまいります。
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ニチゴー日興株式会社
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液化石油ガス保安課

担当者： 矢島、五十嵐
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